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70
歳
以
上
及
び
老
人
保
健
で
医

療
を
受
け
る
人
で
、
世
帯
主
及
び

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
人

に
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。
病
院

で
減
額
認
定
証
を
提
示
す
れ
ば
、

食
事
代
が
減
額
さ
れ
、
一
部
負
担

金
の
支
払
い
は
世
帯
ご
と
の
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
国
保
介
護
課

　

☎
０
９
９
４

－

31

－

１
１
６
２

国の医療制度改正に伴い、平成18年10月１日から、
医療費の負担割合などが変更されます。

自己負担割合の変更（70歳以上の人）

受給者証の発送について
●国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方
　９月中に３割負担に変更された保険証を郵送します。

●老人医療受給者証をお持ちの方
　変更後の負担割合が記入された受給者証を、すでに郵送し
　ています。

高額療養費の自己負担限度額の変更
７０歳未満の人

所　得　区　分 自 己 負 担 限 度 額
現行（平成18 年９月30日まで） 改正後（平成18 年10月１日から）

住民税課税世帯

上位所得者
注１

139,800 円＋（医療費－
466,000 円）×１％
（77,700 円）

150,000 円＋（医療費－
500,000 円）×１％
（83,400 円）

上位所得者以外の人
72,300 円＋（医療費－
241,000 円）×１％
（40,200 円）

80,100 円＋（医療費－
267,000 円）×１％
（44,400 円）

住民税非課税世帯の人 35,400 円（24,600 円） 35,400 円（24,600 円）

※（　）は、過去12月以内に４回以上該当した場合の４回目以降の金額。
注１ 70 歳未満の上位所得者
　　総所得金額が 600万円を超える世帯又は所得の申告がない世帯

７０歳以上の人

所　得　区　分

自 己 負 担 限 度 額
現行（平成18 年９月30日まで） 改正後（平成18 年10月１日から）

外来
（個人ごとに計算）

入院及び世帯ご
との限度額

外来
（個人ごとに計算）

入院及び世帯ご
との限度額

上位所得者
注２

40,200 円

72,300 円＋
（医療費－

361,500円）×１％
（40,200 円）

44,400 円

80,100 円＋
（医療費－

267,000円）×１％
（44,400 円）

一　　　般 12,000 円 40,200 円 12,000 円 44,400 円
低所得者Ⅱ 8,000 円 24,600 円 8,000 円 24,600 円
低所得者Ⅰ 15,000 円 15,000 円

※（　）は、過去12月以内に４回以上該当した場合の４回目以降の金額。

注２ 70 歳以上の上位所得者
　　同一世帯に課税所得が145万円以上の70 歳以上の人又は老人保健で医療を受ける人がいる世帯。ただし、年収　
　　が複数世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は、申請すれば一般の区分になります。

人工透析を要する人の自己負担額の変更（70歳未満の人）
　70歳未満の人工透析が必要な国保被保険者で、上位所得
者がいる世帯に属する人の１か月の自己負担限度額が変わりま
す。
※特定疾病療養受療証をお持ちの方へは、９月中に新しい特
定疾病療養受療証を郵送します。

１０，０００円（９月30日まで）

　　　　
２０，０００円（10月１日から）

療養病床の食費及び居住費負担の変更（70歳以上の人）　

※難病等（人工呼吸器や四肢麻痺が見ら
れる状態など）の人は現行どおり食費
相当分のみの負担となります。

食事及び居住費の月額の標準負担額
現行

（食事のみ）
改正後

（食事・居住費）
上位所得者 24,000 円 52,000 円
一　　　般 24,000 円 52,000 円
低 所 得Ⅱ 20,000 円 30,000 円
低所得Ⅰ② 10,000 円 22,000 円
低所得Ⅰ① 10,000 円

※低所得者Ⅰ①の区分は、老齢福祉年金受給者が対
象です。低所得者Ⅰ②の区分は、老齢福祉年金受
給者以外の低所得者Ⅰの区分の人が対象です。

出産育児一時金の支給額の変更
　国保の被保険者が出産したとき、世帯主に支給される出産
育児一時金の支給額が変わります。

※妊娠 84日以上であれば、死産・流産（この場合、医師の証明が
必要）を問わず支給します。ただし、他の健康保険などから出産
育児一時金が支給される人（健康保険などの加入期間が１年以上
あり、退職後半年以内に出産した場合）には、国保からは支給さ
れない場合があります。
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食費のみ負担　　　（９月30日まで）

　　
食費＋居住費を負担（10月１日から）

　70歳以上の人が療養病床に入院した場合の１か月の標準負
担額が変わります。

３００，０００円（９月30日までの出産）

　　　
３５０，０００円（10月１日以降の出産）

　国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を持っている
人及び老人医療受給者証を持っている人で、現在、２割負
担の人は３割負担に変わります。２割負担（９月30日まで）

　　　　
３割負担（10月１日から）
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